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    虐待の発生状況、通告の状況及び虐待に係る市の施策の実施状況につい 

    ての報告 
 

 
 

 
 

 福岡市子育て家庭を社会全体で支え、子どもを虐待から守る条例第17条の規定 

 に基づき、令和６年度の虐待の発生状況、通告の状況及び虐待に係る市の施策の 

 実施状況について報告する。 
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1 こども総合相談センター（児童相談所）における虐待相談等の状況 

                              ※（ ）内は前年度の状況 

 

（１）虐待通告相談件数及び虐待相談対応件数 

      

 件数 

虐待通告相談件数 3,374件 （3,306件） 

虐待相談対応件数 3,367件 （3,282件） 

   ※ 虐待相談対応件数は、虐待（疑いを含む。）通告相談に対して調査等を実施した結果、

児童虐待（疑いを含む。）事案として計上した件数をいう。 

 

 

（２）虐待内容別の対応件数 

 

内容 件数 割合 

身体的虐待 757件 （710件） 22.5% （21.6%） 

性的虐待 39件 （35件） 1.2% （1.1%） 

放任虐待 475件 （398件） 14.1% （12.1%） 

心理的虐待 2,096件 （2,139件） 62.3% （65.2%） 

 暴力の目撃等によるもの 923件 （1,021件） 27.4% （31.1%） 

総数 3,367件  （3,282件）  

※ 「割合」は、総数に占める各虐待内容別の対応件数の割合をいう。なお、小数点以下第

２位を四捨五入しているため、合計は 100％とならない場合がある。 

※ 「暴力の目撃等によるもの」は、被虐待児童が同居する家庭における配偶者等に対する 

 暴力を目撃することなどによる虐待をいう。 
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（３）虐待通告経路別の対応件数 

                                 

通告者 件数 割合 

父母 38件 （19件） 1.1% （0.6%） 

親族 72件 （89件） 2.1%  （2.7%） 

近隣・知人 483件 （498件） 14.3%  （15.2%） 

本人 187件 （153件） 5.6% （4.7%） 

保健福祉センター等 45件 （46件） 1.3% （1.4%） 

児童委員 6件 （3件） 0.2% （0.1%） 

医療機関 57件 （39件） 1.7% （1.2%） 

保育園・幼稚園 26件 （39件） 0.8% （1.2%） 

警察 2,179件 （2,126件） 64.7% （64.8%） 

学校・教育委員会 179件 （176件） 5.3% （5.4%） 

その他 95件 （94件）  2.8% （2.9%） 

総数 3,367件 （3,282件）  

※ 「割合」は、総数に占める各経路別の対応件数の割合をいう。なお、小数点以下第２位

を四捨五入しているため、合計は 100％とならない場合がある。 

※ 「保健福祉センター等」は、他都市の福祉事務所、保健所等を含む。 
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２ 区保健福祉センターにおける虐待相談等の状況 

                                 ※（ ）内は前年度の状況 

 

（１）虐待通告相談件数及び虐待相談対応件数 

 

 件数 

虐待通告相談件数  1,954件 （1,792件） 

虐待相談対応件数 1,846件 （1,658件） 

   ※ 虐待相談対応件数は、虐待（疑いを含む。）通告相談に対して調査等を実施した結果、 

    児童虐待（疑いを含む。）事案として計上した件数をいう。 

 

 

（２）虐待内容別の対応件数 

 

内容 件数 割合 

身体的虐待 560件 （524件） 30.4% （31.6%） 

性的虐待 6件 （3件） 0.1% （0.2%） 

放任虐待 435件 （284件） 23.6% （17.1%） 

心理的虐待 845件 （847件） 45.8% （51.1%） 

 暴力の目撃等によるもの 420件 （473件） 22.8% （28.5%） 

総数 1,846件  （1,658件）  

※ 「割合」は、総数に占める各虐待内容別の対応件数の割合をいう。なお、小数点以下第

２位を四捨五入しているため、合計は 100％とならない場合がある。 

※ 「暴力の目撃等によるもの」は、被虐待児童が同居する家庭における配偶者等に対する 

 暴力を目撃することなどによる虐待をいう。 
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（３）虐待通告経路別の対応件数  

   

通告者 件数 割合 

父母 51件 （65件） 2.8% （3.9%） 

親族 9件 （21件） 0.5% （1.3%） 

近隣・知人 26件 （32件） 1.4% （1.9%） 

本人 16件 （4件） 0.9% （0.2%） 

保健福祉センター等 210件 （194件） 11.4% （11.7%） 

児童委員 7件 （4件） 0.4% （0.2%） 

医療機関 30件 （16件） 1.6% （1.0%） 

保育園・幼稚園 80件 （86件） 4.3% （5.2%） 

警察  2件 （5件）   0.1% （0.3%） 

学校・教育委員会等 195件 （141件） 10.6% （8.5%） 

その他 1,220件 （1,090件）  66.1% （65.7%） 

 
こども総合相談

センター等 
1,165件 （1,035件） 63.1% （62.4%） 

総数 1,846件 （1,658件）  

※ 「割合」は、総数に占める各経路別の対応件数の割合をいう。なお、小数点以下第２

位を四捨五入しているため、合計は 100％とならない場合がある。 

※ 「保健福祉センター等」は、他都市の福祉事務所、保健所等を含む。 

※ 「こども総合相談センター等」は、他都市の児童相談所を含む。 
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３ 児童虐待防止の主な取組み 

 

子どもや子育て家庭を支え、児童虐待防止を推進するため、専門的な研修など支援者

の専門性向上や、関係機関との連携、在宅支援サービスの実施に加え、各区にこども家庭

センターを設置して母子保健と児童福祉の両機能による一体的支援の推進や、身近な場

所における相談窓口の設置、児童家庭支援センターの増設などに取り組んだ。 

 

                                 ※（ ）内は前年度の状況 

（１）専門性の向上  

 

 実施内容 実施状況 

被害児童の発見者を対象とした 

初期対応法の研修 
184人 （117人） 

弁護士への相談事業  48回     （48回） 

医学の専門家からの所見聴取 43件    （25件） 

虐待対応研修等 延 795人 （延 503人） 

暴力防止のための予防教育プログラム（CAP） 

41か所 （40か所） 

延 3,212人 （延 3,287人） 

 

（２）子ども虐待防止活動推進委員会 

 子どもに係る団体で構成する推進委員会において、虐待防止に向けた啓発などの

活動を展開し、福岡市全体で子どもを見守る取組みを実施した。 

実施内容 実施状況 

子ども虐待防止活動推進委員会の開催  ２回 （２回） 

子ども虐待防止市民フォーラムの開催    １回 （２回） 

専門者研修の開催 １回 （２回） 
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（３）要保護児童支援地域協議会  

 医療機関や警察、学校、保育所などの機関で構成する協議会を各区に設置し、要

保護児童の適切な保護や要支援児童・特定妊婦への適切な支援を図るため、情報交

換や支援内容の協議、広報・啓発などを実施した。 

 

（４）児童虐待防止医療ネットワーク事業 

 拠点病院において、地域の医療機関からの相談への助言、教育研修、ネットワー

ク会議を実施し、市内の医療機関・関係機関相互の連携・支援体制を強化した。 

実施内容 実施状況 

医療機関向けセミナー 62人 （95人） 

医療ネットワーク会議（情報共有、症例検討等） ３回 （３回） 

 

（５）子育て見守り訪問員派遣事業   

 休日・夜間に「泣き声」通告や保護者からの緊急保護の要請があった場合に、

「子育て見守り訪問員」が家庭訪問を行い、子どもの安全確認などを実施した。 

実施内容 実施状況 

訪問世帯数       159世帯 （152世帯） 

訪問延べ件数 324件 （270件） 
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（６）妊産婦等相談・生活支援事業  

 様々な課題を抱える特定妊婦等に対し、産前・産後母子支援センター「こもも  

ティエ」において、妊娠期から出産後の母子への継続的、総合的な支援を実施した。       

実施内容 実施状況 

相談支援 469件  （428件） 

生活支援   ６世帯 （５世帯） 

 

（７）子どもショートステイ事業  

 保護者が育児疲れや疾病等により家庭における養育が一時的に困難な子どもにつ

いて、里親家庭や児童養護施設などで短期間の預かりを実施した。       

実施内容 実施状況 

実施施設 ９か所 （８か所） 

利用人員 延 9,790人 （延 8,548人） 

 

（８）訪問支援事業 

特に支援が必要な家庭を支援員が訪問し、育児に関する相談支援や子どものサポ

ート、家事援助、食事の提供などを実施した。 

実施内容 実施状況 

養育支援訪問事業（専門的相談支援） 136世帯 （119世帯） 

子育て世帯訪問支援事業（育児・家事援助） 22世帯・人 （22世帯・人） 

支援対象児童等見守り強化事業 (食事提供、生

活指導等) 
22世帯 （32世帯） 

 

 



 

8 

 

 

（９）親子関係づくりサポート事業 

児童福祉施設において、親子の愛着形成や良好な関係づくりを促す親子支援を訪

問型、通所型、宿泊型で実施した。 

実施内容 実施状況 

訪問型支援世帯数 39世帯 （ － ） 

通所型支援利用日数 12日 （８日） 

宿泊型支援利用日数 203日 （72日） 

 

（10）児童育成支援拠点事業（新規事業） 

家庭での養育にサポートが必要な子どもに対し、放課後から夜間、休日の居場所

を設置し、生活習慣の定着や学習習慣の獲得など、生活支援を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施内容 実施状況 

利用者数        12人 （ － ） 
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福岡市子育て家庭を社会全体で支え、子どもを虐待から守る条例 

        令和５年３月20日 

                                  条例第36号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第８条） 

 第２章 子どもを虐待から守るための施策 

  第１節 未然防止（第９条・第10条） 

  第２節 早期発見及び早期対応（第11条―第13条） 

  第３節 虐待を受けた子ども及びその保護者への支援等（第14条・第15条） 

 第３章 雑則（第16条・第17条） 

 附則 

 子どもは、その一人ひとりが、未来を創っていくかけがえのない存在であり、子どもが自分らしくい

きいきと輝き、将来に夢を描きながら、心身ともに健やかに成長していける社会をつくることは、全て

の人々の願いである。 

 福岡市においては、これまでも全国に先駆けて児童相談所に弁護士資格を有する職員を配置するなど、

迅速かつ的確に虐待の事案に対応することができるよう取組を進めてきた。 

 しかるに、家庭環境の多様化、地域社会における人間関係の希薄化等を背景に、家庭や地域社会にお

ける養育力が低下し、子育て家庭の孤立化や子育てへの不安が増加しており、これらを一因として虐待

行為に至ることがある事実も受け止めなければならない。 

 子どもに対する虐待は、重大な人権侵害であり、いかなる理由があろうとも決して許されるものでは

ない。 

 このような状況に鑑み、子どもが心身ともに健やかに成長することができる「子どもに優しい都市福

岡」の実現を目指し、市、関係機関等及び地域住民等が一丸となって子育て家庭を社会全体で支えるな

ど、子どもを虐待から守るための施策に全力を挙げて取り組んでいくことが重要であると確信する。 

 ここに、全ての子どもを虐待から守ることを改めて決意し、子どもを虐待から守るための施策を一層

進めていくとともに、これを総合的に推進するため、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、子どもを虐待から守ることに関し、基本理念を定め、市及び保護者の責務並びに

関係機関等及び地域住民等の役割を明らかにするとともに、子どもを虐待から守るための施策の基本

となる事項を定めることにより、子どもを虐待から守るための施策を総合的に推進し、もって子ども

の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 子ども 18歳に満たない者をいう。 
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 ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。 

 ⑶ 虐待 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「法」という。）第２条に規定

する児童虐待をいう。 

 ⑷ 関係機関等 学校、児童福祉施設、病院その他子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校の

教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他子どもの

福祉に職務上関係のある者をいう。 

 ⑸ 地域住民等 地域の住民及び団体をいう。 

 ⑹ 通告受理機関 福岡市児童相談所条例（昭和47年福岡市条例第34号）第１条第１項に規定する児

童相談所及び福岡市福祉事務所条例（昭和33年福岡市条例第47号）第１条第１項に規定する福祉事

務所をいう。 

 （基本理念） 

第３条 子どもを虐待から守るための施策は、次に掲げる基本理念に基づき行うものとする。 

 ⑴ 子どもの生命を守ることを最も優先するとともに、子どもを権利の主体として尊重し、子どもの

最善の利益を考慮しなければならないこと。 

 ⑵ 虐待が子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為

であることに鑑み、その被害の未然防止が十分に図られることを旨として行われなければならない

こと。 

 ⑶ 子育て家庭が地域社会から孤立することなく、安心して子育てができる環境づくりが重要である

との認識の下に、市、関係機関等及び地域住民等が一丸となって子育て家庭を社会全体で支えるこ

とを旨として行われなければならないこと。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、子どもを虐待から守るための総合的な施策を策定し、

これを実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たっては、市内部の組織間並びに関係機関等及び地域住民等と連携し

て取り組むものとする。 

３ 市は、関係機関等及び地域住民等が実施する子どもを虐待から守ることに関する取組について必要

な支援を行うものとする。 

 （保護者の責務） 

第５条 保護者は、子どもの養育に係る第一義的な責任を負っていることを踏まえ、虐待が子どもに与

える重大な影響を認識し、子どもの健全な成長を図らなければならない。 

２ 保護者は、体罰その他の子どもの尊厳を傷つける全ての行為を行ってはならない。 

３ 保護者及びその同居人は、通告受理機関が行う子どもの安全の確認を行うための措置（以下「安全

確認措置」という。）に協力しなければならない。 

 （関係機関等の役割） 

第６条 関係機関等は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければ

ならない。 

２ 関係機関等は、それぞれの専門性及び特性を生かし、市及び他の関係機関等と相互に連携して子ど

も及び保護者に対する支援を自ら行うなど、子どもを虐待から守るための取組を主体的に行うよう努
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めなければならない。 

３ 関係機関等は、市が実施する子どもを虐待から守るための施策に協力するよう努めなければならな

い。 

 （地域住民等の役割） 

第７条 地域住民等は、市及び関係機関等とともに子育て家庭を支える主体として、子どもを虐待から

守ることに関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 地域住民等は、地域において子ども及び保護者を見守るとともに、これらの者との関わりを深める

ことにより、子育て家庭が地域社会から孤立することのないよう努めるものとする。 

３ 地域住民等は、市が実施する子どもを虐待から守るための施策に協力するよう努めるものとする。 

 （虐待防止推進の日及び虐待防止推進月間） 

第８条 地域住民等の間に広く子どもを虐待から守ることについての関心と理解を深めるため、虐待防

止推進の日及び虐待防止推進月間を設ける。 

２ 虐待防止推進の日は毎月５日とし、虐待防止推進月間は毎年11月とする。 

３ 市は、虐待防止推進の日をはじめ虐待防止推進月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施す

るよう努めるものとする。 

   第２章 子どもを虐待から守るための施策 

    第１節 未然防止 

 （妊婦及び子育て家庭に対する支援） 

第９条 市は、虐待の未然防止のためには、子育てに関する支援を充実させ、養育環境の向上を図るこ

とが重要であることに鑑み、妊婦及び子育て家庭に必要な支援が確実に行われるよう、妊娠、出産、

育児の各段階に応じた多様で切れ目のない支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （地域において安心して子育てができるための相談体制の整備等） 

第10条 市は、虐待の未然防止のためには、子育て家庭を社会全体で支えることが重要であることに鑑

み、子育て家庭が地域において安心して子育てができるよう、関係機関等及び地域住民等と連携し、

身近な地域における相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

    第２節 早期発見及び早期対応 

 （支援を必要とする子育て家庭の早期発見及び早期支援） 

第11条 市は、関係機関等と連携し、支援を必要とする子育て家庭の早期発見に努めるとともに、当該

子育て家庭を支援するため、在宅支援サービスの提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （早期発見のための環境整備） 

第12条 虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに、通告受理機関に通告（法第６条第

１項に規定する通告をいう。以下同じ。）しなければならない。 

２ 市は、関係機関等及び地域住民等に対し、通告を行わなければならないことを周知するとともに、

虐待を受けたと思われる子どもを発見した者が通告しやすく、かつ、虐待を受けた子どもが自ら相談

しやすい環境を整備するものとする。 

 （通告及び相談に係る対応等） 

第13条 通告受理機関は、通告があった場合は、直ちに調査を行い、必要があると認めるときは、当該

通告に係る子どもを直接目視することを基本として、面会その他の方法により、子どもの安全確認措
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置を講じなければならない。虐待に係る相談があった場合又は他の地方公共団体から虐待に係る引継

ぎを受けた場合も、同様とする。 

２ 通告受理機関は、子どもの安全確認措置を行う場合は、必要に応じ迅速かつ適切に警察の援助を求

めなければならない。 

３ 市は、通告をした者が特定されないよう必要な措置を講ずるものとする。 

    第３節 虐待を受けた子ども及びその保護者への支援等 

 （虐待を受けた子どもへの支援） 

第14条 市は、関係機関等と連携し、虐待を受けた子どもが、再び虐待を受けることなく、家庭（家庭

における養育環境と同様の養育環境又は良好な家庭的環境を含む。）において養育されるよう、必要

な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、虐待を受けた子どもが将来保護者となったときに、良好な家庭環境を形成するよう、当該子

どもに対し、その成長の過程において必要な支援を行うものとする。 

３ 市は、子どもの保護及び支援を行うに当たって、子どもの意見を聴く機会及び子どもが自ら意見を

述べる機会の確保その他子どもの権利を尊重するための取組を行うものとする。 

 （虐待を受けた子どもの保護者への指導及び支援） 

第15条 市は、関係機関等と連携し、虐待を受けた子どもの保護者に対し、良好な関係の再構築及び虐

待の再発防止のための指導及び支援を行うものとする。 

２ 保護者は、前項の指導及び支援を受けた場合は、これらに従って必要な改善等を行わなければなら

ない。 

   第３章 雑則 

 （財政上の措置） 

第16条 市は、子どもを虐待から守るための施策を総合的に推進するために必要な財政上の措置を講ず

るものとする。 

 （議会への報告及び公表） 

第17条 市長は、毎年度、虐待の発生状況、通告の状況及び虐待に係る市の施策の実施状況について報

告書を作成し、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


